
選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年７月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名称 所在地 指定年月日 名称 所在地 指定年月日

省略 省略

社会医療法人社団更生

会村上記念病院

省略 医療法人社団更生会村

上記念病院

省略

省略 省略

２ 省略

３ 老人ホーム

２ 省略

３ 老人ホーム

名称 種類 所在地 指定年月日 名称 種類 所在地 指定年月日

省略 省略

養護老人ホー

ム石燧園

省略 西条市石燧園 省略

特別養護老人

ホーム道前荘

省略 西条市道前荘 省略

省略 省略

養護老人ホー

ム明水荘

省略 西条市養護老

人ホーム明水

荘

省略

省略 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略
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